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都 市 建 設 委 員 会
まちづくり推進部・土木部・消防・上下水道局の所管に属する事項

　定額減税に伴う個人市民税の減収分を減額し、その補
ほ

填
てん

分と
して地方特例交付金を増額するほか、保育園などの運営に係る
委託料や障害児通所給付費、子ども医療費などの扶助費などを
増額することに伴い、これらに関連する国・県支出金を増額す
るものです。このほか、繰越明許費、債務負担行為および地方
債の変更などを行い、既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ24億
7,195万８千円を追加し、補正後の予算総額を885億7,624万７
千円とするものです。（※）

　流山市総合運動公園について、令和８年４月１日から令和13
年３月31日まで、指定管理者を指定するため、地方自治法第
244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものです。（※）

　決算的見地から、総務費および保険給付費を減額するなど、
所要の補正を行うもので、既定の歳入歳出予算総額から、それ
ぞれ7,445万４千円を減額し、補正後の予算総額を149億1,007
万円とするものです。（※）

各委員会の記事に記載の議案説明（※）の文章は、市長からの議案の提案理由説明から抜粋したものです。

議案８件を審査

議案８件を審査 

議案11件、陳情３件を審査

議案第64号「令和６年度流山市一般会計補正予算（第６号）」

議案第89号「指定管理者の指定について【流山市総合運
動公園】」

議案第71号「令和６年度流山市介護保険特別会計補正
予算（第２号）」

総務委員会に付託された
その他の案件
議案第63号、議案第65号～第70号
（案件名については、８面をご覧ください。）

都市建設委員会に付託された
その他の案件
議案第84号～第88号、
第90号、第91号
（案件名については、８面をご覧ください。）

教育福祉委員会に付託
されたその他の案件
議案第72号～第81号、
陳情第14号～第16号
（案件名については、８面をご覧
ください。）

総　 務 委 員 会
総合政策部・総務部・財政部・会計管理者・選挙管理委員会・監査
委員・固定資産評価審査委員会の所管に属する事項、他の常任委員
会の所管に属しない事項

教 育 福 祉 委 員 会
健康福祉部・子ども家庭部・教育委員会の所管に属する事項

５対１で可決すべきものと決定。

５対１で可決すべきものと決定。

全会一致で可決すべきものと決定。

委員会の審査状況
本会議で委員会に付託された議案などの一部を紹介します。なお、
掲載する議案などは、各委員会の委員が選定しています。 流山市議会 常任委員会審査概要・資料 検索

各常任委員会で審査した議案の議決
結果や委員長報告の詳細は、市議会
ホームぺージをご覧ください。

もっと詳しく知りたい方はこちら

　流山市議会では、議会に提出された「議案・請願・陳情」をそれぞれ担当の委員会に付託し、詳細な審査
を行っています。各常任委員会の所管事項は、以下のとおりです。なぜ委員会で

審査するの？
委員会審査を含めた定例会の流れについては、
『流山市議会だより第172号』の５面で詳しくご紹介しています。
どうぞご覧ください。

『流山市議会だより第172号』は
こちらからもご覧いただけます。

流山市議会だより第172号 検索

　国民健康保険事業の安定した財政運営の確保を目的として、
保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の所得割および被
保険者均等割を引き上げるものです（※）

議案２件を審査
議案第83号「流山市国民健康保険条例の一部を改正する
条例の制定について」

市民経済委員会に付託
されたその他の案件
議案第82号
（案件名については、８面をご覧く
ださい。）

市 民 経 済 委 員 会
市民生活部・経済振興部・環境部・農業委員会の所管に属する事項

４対３で可決すべきものと決定。


